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令和６年門真市教育委員会第６回定例会 

   

開催日時    令和６年６月28日（金）午後２時 

   

開催場所    本館２階 大会議室 

   

議事日程 

日程第１  会議録署名委員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  議案第19号 （仮称）門真市立四宮小学校・北巣本小学校統合整備基本

計画の策定について 

日程第４  諸報告 

 

 

本日の会議に付した事件 

  日程第１から日程第４まで 

 

出席委員 

教育長           八木下 理香子 

教育長職務代理者      澤田 京子 

委員            髙橋 元 

委員            松宮 新吾 

委員 満永 誠一 

事務局出席職員 

教育部長          水野 知加子 

教育部教育監        峯松 大輔 

教育部次長         大倉 善充 

教育部総括参事       井手 邦宏 

教育部教育総務課長        髙岡 華織 

教育部教育企画課長     渡辺 廣大 

教育部学校教育課長     髙山 拓也 

教育部学校教育課参事     

兼教育センター長     岡田 和樹 

  

 

八木下教育長     開会宣告  午後２時 
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日程第１       会議録署名委員の指名 

 

八木下教育長より 満永 誠一 委員を指名 

 

 

日程第２       会期の決定 

 

           本日１日と決定 

            

            

日程第３       議案第19号 （仮称）門真市立四宮小学校・北巣本小学校統合整

備基本計画の策定について 

           説明者 渡辺教育企画課長 

            

議案書１ページをご覧ください。本件につきましては、門真市

立四宮小学校と北巣本小学校を統合するにあたり、新しい学校の

コンセプトや基本方針とともに今後の児童数・学級数の推計に対

応した良好な教育環境を実現するための学校施設の規模、校舎等

の配置、実現に向けた整備スケジュール等の方針を示す「（仮称）

門真市立四宮小学校・北巣本小学校統合整備基本計画」を策定す

るものです。 

まず、計画の決定に先立ち、広く市民の意見を募集するため、

パブリックコメントを実施いたしましたので、結果の報告をさせ

ていただきます。 

議案書２ページをご覧ください。意見募集期間は、令和６年５

月13日(月)から令和６年５月31日(金)まで、意見の提出は郵送、

ＦＡＸ、メールの他、４に記載の閲覧場所に設置した意見箱に入

れることとしておりましたが、受付した意見等の件数は１件でご

ざいました。受付した意見等の概要と、それに対する市の考え方

につきましては、議案書３ページの通りです。建設業者より、発

注方式にかかる意見となっており、整備計画に影響のある意見等

ではないため、パブリックコメントの結果による内容の修正は行

わず、計画案を別冊資料のとおりとしております。計画案の内容

につきましては、第５回定例会においてご説明させていただいた
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通りです。 

この度、本計画案を成案とし、本教育委員会定例会に議案とし

て上程させていただくものでございます。なお、議決をいただき

ましたのちには、本計画の内容を基に校舎の基本設計を進めてま

いります。 

 

[全委員異議なく、可決] 

 

 

日程第４       諸報告 

 

八木下教育長より、諸報告については報告をした後、質疑応答

となる旨説明があった。 

 

 

番号１ 門真市教育委員会点検・評価検討委員会における諮問及 

び委員について 

説明者 髙岡教育総務課長 

 

諸報告資料１ページをご覧願います。「地方教育行政の組織及

び運営に関する法律」第26条の規定に基づき、効果的な教育行政

の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていくため、

門真市教育委員会点検・評価検討委員会を設置しております。 

この度、当該検討委員会を開催するにあたり、学識経験者２名

に委員として委嘱し諮問することにより、専門的・客観的視点か

らの意見・助言を求め、門真市教育委員会点検・評価報告書を作

成することとしております。諮問の内容につきましては現在ご覧

いただいていております１ページのとおりです。 

次に２ページをご覧願います。委嘱する委員につきましては、

委員名簿に記載のとおり、関西福祉科学大学の野田文子名誉教授、

同志社女子大学の新谷龍太朗准教授とし、委嘱の期間は、「門真

市附属機関に関する条例の施行に関する門真市教育委員会規則」

の規定により、「委嘱又は任命の日から当該報告書の作成を終了

する時まで」としております。 
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番号２ 令和６年度門真市教育研究指定校について 

説明者 岡田学校教育課参事 

 

諸報告資料３ページをご覧ください。教育研究指定校制度は、

指導方法の工夫改善や生徒指導等、特色ある教育研究活動に積極

的に取り組む学校に対して、１校あたり20万円の予算補助を行い、

研究推進をサポートするものです。 

今年度は、門真はすはな中学校、水桜小学校の２校を研究指定

校として決定いたしております。各校の研究主題と要旨は、一覧

のとおりでございます。 

なお、門真はすはな中学校においては１月17日に学校公開授業

を予定しており、水桜小学校におきましては、11月29日にアウト

プットデイとして、日頃の取組を公開する予定となっております。 

 

―すべての報告が終了― 

 

 

八木下教育長    閉会宣言  午後２時08分 

 

 

門真市教育委員会会議規則第24条の規定により署名する。  

 

 

       門真市教育委員会 

 

 

       教 育 長  八木下 理香子 

 

       署名委員  満永 誠一 


